
価格交渉・価格転嫁に関する政府の動き

総務省情報流通行政局
情報通信作品振興課

資料３



１．価格交渉促進月間（2023年9月）
フォローアップ調査











価格交渉促進月間（2023年9月）フォローアップ調査の結果

【出典】中小企業庁「価格交渉促進月間（2023年9月）フォローアップ調査の結果について（確報版）」、
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202309/result_01.pdf、令和6年1月12日公表
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価格交渉促進月間（2023年9月）フォローアップ調査の結果

【出典】中小企業庁「価格交渉促進月間（2023年9月）フォローアップ調査の結果について（確報版）」、
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202309/result_01.pdf、令和6年1月12日公表
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１．価格転嫁を促進するため、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改定し、

①適切な取引対価の決定にあたって「労務費の指針」に沿った行動を適切に取る

②原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す
ものとする旨 を追記する。

下請中小企業振興法 「振興基準」の改正

【経済財政運営と改革の基本方針2023 について（2023年6月16日閣議決定） 抜粋】
（中堅・中小企業の活力向上）
(前略)原材料費やエネルギーコストの適切なコスト増加分の全額転嫁を目指し、取引適正化を推進する。

【自民党・中小調査会提言（2023年6月20日） 抜粋】
（１）物価高・賃上げ対策 ●構造的・継続な賃上げ に向けた 価格転嫁対策の徹底

（前略）｢原材料費・エネルギーコストについては適切なコスト増加分の全額の転嫁を目指す、労務費も適切な転嫁が必要 」
という考え方を 経済界・ 社会全体 に提示し、・・・・

「振興基準」は、

①下請振興法に基づく大臣名での「指導・助言」の基準、
②各業界団体（約６０団体）が作成する自主行動計画でも、振興基準の遵守が謳われ、
③パートナーシップ構築宣言した企業は、「振興基準を遵守する」旨を宣言・公表する

ことから、関連する企業（特に発注者）へ、価格転嫁の実効性向上に繋げるもの
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２．労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針



政労使の意見交換（令和6年1月22日）

岸田総理発言
昨年末に決定した、労務費の転嫁のための価格交渉に関する

指針に定めた１２の行動指針に沿った行動の徹底を産業界に強
く要請するとともに、独占禁止法等に基づく厳正な対処を行います。
適切な価格転嫁を、我が国の新たな商習慣として、中小企業

間を含めて、サプライチェーン全体で定着させます。
このため、合計１，８７３の業界団体に対し、指針の徹底と取

組状況のフォローアップを要請しました。
さらに、コストに占める労務費の割合が高い、あるいは、労務費の

転嫁率が低いといった、特に対応が必要な２２業種については、
各団体に対し、自主行動計画の策定や、転嫁状況の調査・改善
を要請いたします。
フォローアップのため、村井官房副長官をヘッドとして関係省庁連

絡会議を設置いたします。実行あるのみです。

（出所）首相官邸HP（2024.1.22）「政労使の意見交換」

13





特別調査における事業者からの指摘事項（項目別）

項目 事業者からの指摘事項 本指針の対応部分

本社（経営トップ）の
関与

●交渉現場の担当者からすれば労務費上昇分の価格転嫁を認めない行動
を取ることが、発注者の短期的な利益（コスト増の回避）につながり、
業績として評価されることになるので転嫁に応じてもらえない。

発注者としての行動①

発注者側からの定期的
な協議の実施

●約３０年前の取引開始以降、一度も価格改定がなされていない。
●実質的にはスポット取引とはいえない取引であるにもかかわらずス
ポット取引と認識している発注者から価格交渉の打診を受けたことが
なく、取引開始以降、価格が据え置かれている。

●基本的にどの発注者からも長年据え置かれてきた。

発注者としての行動②

説明・資料を求める場
合は公表資料とするこ
と

●発注者から当社のコスト構造を明らかにする資料の提出を求められた
が、明らかにしたくないため労務費の転嫁の要請を断念した。 発注者としての行動③

要請があれば協議の
テーブルにつくこと

 取引上の立場が弱い受注者からは、労務費の転嫁の協議を求めると契
約の打切りなど、不利益を受けるのではないかとの心配から協議を持
ちかけられない。

 燃料費の上昇分の価格転嫁は認められたが、それ以外の労務費などに
ついては交渉のテーブルについてくれなかった。

発注者としての行動⑤

必要に応じ考え方を提
案すること

 発注者が自ら用意した労務費の転嫁の交渉用のフォーマットによる価
格転嫁の申出しか受け付けておらず、当該フォーマットで計算した結
果、当社が本来求めたかった額より低い額となった。

発注者としての行動⑥
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労務費の適切な転嫁に向けた取組事例（項目別）

項目 事業者の取組事例 本指針の対応部分

本社（経営トップ）の
関与

○受注者からの要請の有無にかかわらず１年に１回以上の価格交渉をす
ること等を内容とする代表取締役からの指示を社内で周知した。 発注者としての行動①

発注者側からの定期的
な協議の実施

○受注者に対し、労務費を含めたコストアップによる価格転嫁の必要性
についての協議を呼びかける文書を定期的に送付している。 発注者としての行動②

説明・資料を求める場
合は公表資料とするこ
と

○最低賃金なり厚生労働省の統計といった公表資料から大まかな賃金の
傾向が確認できれば、わざわざ受注者の労務費が実際に上がっている
かといった個社の労務費の状況までは聞かずに受注者が求める額を受
け入れることとしている。

発注者としての行動③

サプライチェーン全体
での適切な価格転嫁を
行うこと

○毎月実施している直接の取引先である受注者（一次取引先）との会合
において、二次取引先以降の値上げも含めて当社に転嫁を求めてくる
ように声かけをしている。

発注者としての行動④

要請があれば協議の
テーブルにつくこと

○受注者から従業員の賃金を引き上げるために翌期の契約金額の引上げ
を求められたところ、翌期の作業内容に変更はなかったものの、双方
合意の金額にて取引価格を引き上げた。

発注者としての行動⑤

必要に応じ考え方を提
案すること

○労務費の転嫁のやり方が分からないと受注者から相談を受けた際、他
の受注者による算定式として最低賃金の上昇率や物価上昇率を基に要
請額を算定した例を紹介している。

発注者としての行動⑥
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